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監査の結果について（報告） 

 

  地方自治法第１９９条第７項の規定に基づき監査を実施したので，同条第９項の規 

定によりその結果を報告いたします。 

 

第１  監査の種類 

   地方自治法第１９９条第７項の規定による監査 

第２  監査の実施日 

１ 事前監査  平成２８年５月１７日（火），２０日（金） 

 ２ 本監査   平成２８年５月３１日（火） 

第３  監査対象の財政援助団体名 

   社会福祉法人 土浦市社会福祉協議会 

第４  監査の方法 

     平成２７年度における出納その他の事務の執行状況が，法令，補助目的等に基 

づいて適正かつ効率的に運営されているか等について，事前に関係帳簿，証書類 

等の検査を行い，本監査においては，土浦市社会福祉協議会職員等の出席を求め， 

事務局長からの提出資料の説明を受け，質疑応答による監査を実施した。 

第５ 監査の結果 

   出納その他の事務の執行状況は，一部の軽微な事項を除き，適正に処理されて 

いると認められた。引き続き適正な事務処理にあたられたい。 

 災害ボランティアセンター関係事業については，参加者の研修を検討されたい。 

また，ファミリーサポートセンター事業については，引き続き利用会員と協力 

会員の結び付けに，地域ケアシステム推進事業については，相談対応者のフォロ 

ーの充実に，生活困窮者自立支援事業については，関係機関との連携と今後の事 

業展開の研究に，福祉の店については，引き続き収益につながる取組に，福祉バ 

ス管理運行事業については，利用者の一層の安全確保に，それぞれ努められたい。 

 なお，善意銀行や各種基金については，「誰もが安心して暮らせる福祉のまちづ 

くり」の実現のため，今後とも有効活用されることを望むものである。 


